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所
得
税
は
、
あ
な
た
自
身
が

所
得
金
額
や
税
額
を
計
算
し
納

付
す
る
申
告
納
税
制
度
を
と
っ

て
お
り
、
確
定
申
告
は
、
税
金

の
清
算
手
続
き
で
あ
る
と
と
も

に
、
１
年
間
の
事
業
な
ど
の
総

決
算
で
す
。

　
事
業
を
営
ん
で
い
る
人
は
も

ち
ろ
ん
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
人

で
も
確
定
申
告
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
人
は
、
所
得
金
額
や

税
額
を
正
し
く
計
算
し
、
早
め

に
申
告
と
納
税
を
し
ま
し
ょ
う
。

　
税
務
署
で
は
、
納
税
者
の
皆

さ
ま
が
自
分
で
確
定
申
告
書
を

記
載
し
て
い
た
だ
く
「
自
書
申

告
」
の
定
着
を
図
っ
て
い
ま
す
。

確
定
申
告
書
は
、
自
分
で
正
し

く
記
載
し
、
お
早
め
に
郵
送
等

又
は
窓
口
に
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

　
税
務
署
に
は
、
金
融
機
関
の

キ
ャ
ッ
シ
ュ
コ
ー
ナ
ー
感
覚
の

操
作
に
よ
り
簡
単
に
申
告
書
が

作
成
で
き
る
装
置
（
タ
ッ
チ
パ

ネ
ル
）
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

ど
な
た
で
も
操
作
で
き
ま
す
の

で
、
是
非
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
申
告
期
限
間
近
に
な
り
ま
す

と
税
務
署
の
窓
口
は
大
変
混
雑

し
ま
す
。
ま
た
、
期
限
を
過
ぎ

て
申
告
さ
れ
る
と
本
税
の
ほ
か

に
加
算
税
や
延
滞
税
が
か
か
り

ま
す
の
で
早
め
に
お
済
ま
せ
く

だ
さ
い
。

　
確
定
申
告
で
お
わ
か
り
に
な

ら
な
い
点
は
、
税
務
署
か
税
務

相
談
室
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

熊
野
町
で
は
、
次
ペ
ー
ジ
①
の

日
程
で
説
明
会
を
開
催
し
ま
す

の
で
お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

問
合
せ
先

海
田
税
務
署℡

823-

２
１
３
１

税
務
相
談
室℡

227-

８
２
０
５

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

ア
ド
レ
ス

　h
ttp

://w
w

w
.n

ta.g
o

.jp

広島　主税 くん
（広島国税局キャラクター）

ひろしま　 ちから

タ
ッ
チ
パ
ネ
ル
の

　
　
ご
利
用
に
つ
い
て

　
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
所

得
税
の
確
定
申
告
書
等
作
成
コ

ー
ナ
ー
」
を
ご
利
用
に
な
れ
ば
、

申
告
書
の
作
成
が
簡
単
に
で
き

ま
す
の
で
、
是
非
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る

 

申
告
書
の
作
成
に
つ
い
て

確定申告が必要な人�
■事業所得（商業、工業、農業、医業などから生ずる所得）

や不動産所得（地代、家賃）などがある人で、１年間

の所得金額の合計額が、所得控除合計額を超える人

■土地、建物などを譲渡した人

■サラリーマンで年収が2,000万円を超える、給与以外の

所得が20万円を超える、２カ所以上から給与を受ける

人など

申告すれば税金が戻る人�
　確定申告をしなくてよい人でも、次のような場合、確

定申告をすると源泉徴収された所得税が還付されること

があります。

●マイホームを住宅ローンなどで取得したとき

●多額の医療費を支払ったとき

●災害や盗難にあったとき

●年の中途で退職し、再就職をしなかった人で、年末調

整を受けなかったとき

確
定
申
告
の
窓
口
で
の
相
談
及
び
受
付
は
、

確
定
申
告
の
窓
口
で
の
相
談
及
び
受
付
は
、�

２
月
２
月
16
日
（水（水）
か
ら
３
月

か
ら
３
月
15
日
（火（火）
ま
で
で
す
。

ま
で
で
す
。�

【
た
だ
し
、

【
た
だ
し
、
閉
庁
閉
庁
日（
土
・
日
曜
日
曜
）は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。】�

確
定
申
告
の
窓
口
で
の
相
談
及
び
受
付
は
、�

２
月
16
日
（水）
か
ら
３
月
15
日
（火）
ま
で
で
す
。�

【
た
だ
し
、
閉
庁
日（
土
・
日
曜
）は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。】�

窓口か送付で。�
自分で書いて、�
お早めに！�


